
　職場で労働者の健康を確保し、安全に働くことができるように、さまざまな危険・有害要因に対
して労働安全衛生法でさまざな規制が定められています。これらのうち、化学物質に関する管理が
今大きく変わろうとしています。

　令和4年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、事業所においては、これま
での特別規制を主とした化学物質管理すなわち「法令準拠型」から「自律的な管理」への転換が求
められるようになります。また、事業所によって令和6年4月から化学物質管理者選任の義務が発
生いたします。

　本講演会では、今回の政省令改正の概要についてご紹介し、受講者の質問にも直接お答えしま
すので、この機会に是非ご参加頂き、各社の労働安全衛生に役立てて頂ければ幸です。

事業所により化学物質管理者選任の義務が発生！

申 込 み はこちらから  ➡

2023年 3月10日（金）開催

化学物質管理の大転換
～ 法令準拠型から自律的な管理へ ～

無料講習会
開催決定！

化学物質の【自律的な管理】を理解し、安衛法関係政省令の改正に備えることができます！

化学物質管理分野における第一人者の	城内 博 先生による講演！
皆様の質問に城内先生がお答えします！

●城内 博先生のコラムも公開中！ 詳細は下記ホームページでご覧ください。
　化学物質管理の大転換　ー	GHSそして「自律的な管理」ー

安衛法関係政省令改正

皆様の質問にも

お答えする講習会
です



開催日時：2023年3月10日（金）　13：30 ～16：30 

参加費：無　料

次　第

講　師：城内　博 氏

◦参加方法：会場受講とオンライン受講ができます 
	 １．会　場　受　講（神奈川産業保健総合支援センター内の研修室）
	 ２．オンライン受講（Cisco	Webex）
◦申 込 先 ：  独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センターの
 ホームページ「研修のご案内」からお申込みが出来ます。
 https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/22/

◦定　　員：会場受講・オンライン受講それぞれ以下のとおり 
	 １．会　場　受　講：	 20名
	 ２．オンライン受講：	 500名

①講　演「化学物質の管理の大転換　法令準拠型から自律的な管理へ」
　　　　　～	背景・自律的な管理の概要・対応	～
②質疑・応答
　事前に質問を受け付けます。
　事前の質問は、上記「◦申込先」の参加申込時の入力画面にてご記入ください。

　※化学物質の管理に関する概要はこちら
　　https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター長
※厚生労働省安全衛生分科会長
　職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会座長

主催　公益社団法人	神奈川労務安全衛生協会
　　　問合せ：045-662-5965

共催　神奈川労働局
　　　独立行政法人	神奈川産業保健総合支援センター


